
国民年金だより

　
昭
和
61
年
３
月
ま
で
は
、
厚
生

年
金
保
険
等
の
被
用
者
年
金
制
度

加
入
者
の
配
偶
者
の
方
に
は
、
国

民
年
金
へ
の
強
制
的
な
加
入
義
務

は
な
く
、
申
出
に
よ
り
加
入
で
き

る
「
任
意
加
入
」
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。

Q2
：
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者

で
あ
る
妻
（
ま
た
は
夫
）
の
保
険

料
は
、
第
２
号
被
保
険
者
で
あ
る

夫
（
ま
た
は
妻
）
の
給
料
か
ら
天

引
き
さ
れ
る
か
た
ち
で
納
付
し
て

い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
か
？

Ａ
：
配
偶
者
の
お
給
料
か
ら
天

引
き
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
の

方
の
保
険
料
は
そ
の
配
偶
者
の
加

入
す
る
被
用
者
年
金
制
度
か
ら
拠

出
金
と
し
て
負
担
し
て
お
り
、
第

２
号
被
保
険
者
で
あ
る
配
偶
者
が

ご
夫
婦
二
人
分
の
保
険
料
を
納
め

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
国
民
年
金
第
３
号
被
保

険
者
の
期
間
は
、「
保
険
料
納
付

済
期
間
」
と
な
り
ま
す
。

Q3
：
私
は
、
大
学
生
で
あ
っ
た
平

成
２
年
８
月
に
20
歳
に
な
り
ま
し

た
が
、
国
民
年
金
の
加
入
が
平
成

３
年
４
月
か
ら
と
な
っ
て
い
る
の

  

付
加
年
金
に
加
入
す
る
際
の
ご

  

注
意

•

付
加
年
金
は
、
申
し
込
み
の
日

か
ら
加
入
と
な
り
ま
す
。

•

国
民
年
金
基
金
に
加
入
中
の
方

は
、
付
加
年
金
に
加
入
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

•

付
加
年
金
は
、
老
齢
基
礎
年
金

と
合
わ
せ
て
受
給
で
き
る
終
身
年

金
で
す
。

•

付
加
年
金
は
、
定
額
の
た
め
、

物
価
ス
ラ
イ
ド
（
増
額
・
減
額
）

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
老
齢
基
礎
年

金
を
繰
上
げ
・
繰
下
げ
請
求
し
た

場
合
は
、
付
加
年
金
も
減
額
率
・

増
額
率
に
応
じ
て
減
額
・
増
額
さ

れ
ま
す
。

　
年
金
豆
知
識

　
　
～
よ
く
あ
る
相
談
事
例
～

Q1
：
結
婚
し
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で

あ
る
夫
の
被
扶
養
者
に
な
り
ま
し

た
が
、
昭
和
61
年
3
月
ま
で
の
国

民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
の
記
録

が
も
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
で
す

か
？

Ａ
：
国
民
年
金
第
３
号
の
制
度

が
始
ま
っ
た
の
は
「
昭
和
61
年
４

月
」
か
ら
で
す
。

付
加
年
金
の
ご
案
内

  

付
加
年
金
と
は
？

　
国
民
年
金
の
第
１
号
保
険
者
・

任
意
加
入
被
保
険
者
が
定
額
保
険

料
に
付
加
保
険
料
を
プ
ラ
ス
し
て

納
付
す
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
に

上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
制
度
で

す
。

　

厚
生
年
金
な
ど
の
加
入
者
や
、

そ
の
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
第
３

号
被
保
険
者
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
農
業
者
年
金
に
加
入
し
て

い
る
人
は
必
ず
納
付
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
付
加
保
険
料
を
納
付
し
て
い
る

方
は
、
い
つ
で
も
申
し
出
す
る
こ

と
で
納
付
を
や
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
そ
の
場
合
で
も
掛
け
捨

て
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
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は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
：
学
生
の
国
民
年
金
加
入
が

義
務
づ
け
ら
れ
た
の
は
「
平
成
３

年
４
月
」
か
ら
で
す
。

　
大
学
等
の
学
生
の
場
合
は
、
平

成
３
年
３
月
ま
で
20
歳
以
上
で

あ
っ
て
も
国
民
年
金
は
任
意
加
入

で
し
た
。
し
か
し
、
国
民
年
金
に

加
入
し
て
い
な
い
期
間
に
発
生
し

た
ケ
ガ
や
病
気
で
は
障
が
い
年
金

の
対
象
に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
、

平
成
３
年
４
月
１
日
か
ら
国
民
年

金
の
加
入
を
義
務
付
け
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

Q4
：
年
金
手
帳
が
複
数
あ
り
ま
す

が
、
わ
た
し
の
年
金
記
録
は
大
丈

夫
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
：
現
在
は
一
つ
の
基
礎
年
金

番
号
で
記
録
を
管
理
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
９
年
か
ら
、
厚
生
年
金
保

険
や
国
民
年
金
等
の
記
録
は
一
つ

の
基
礎
年
金
番
号
で
管
理
し
て
い

ま
す
。
年
金
手
帳
を
複
数
お
持
ち

の
場
合
は
、
年
金
の
請
求
手
続
き

を
す
る
際
に
記
録
が
も
れ
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
年
金
事
務

所
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

  

付
加
年
金
の
保
険
料
は
？

　
付
加
保
険
料
は
月
額
４
０
０
円

で
す
。
受
給
額
は
、
２
０
０
円
×

付
加
保
険
料
納
付
月
数
に
な
り
ま

す
。

（
例
）付
加
保
険
料
を
10
年
間（
１

２
０
月
）
納
付
し
た
場
合
、

付
加
保
険
料
（
納
付
額
）

　
４
０
０
円
×
10
年（
１
２
０
月
）

＝
４
８
，
０
０
０
円

付
加
年
金
額
（
受
給
額
）

　
２
０
０
円
×
10
年（
１
２
０
月
）

＝
２
４
，
０
０
０
円
（
年
額
）
と

な
り
ま
す
。

　
付
加
年
金
を
2
年
間
受
給
す
る

と
、
納
付
し
た
付
加
保
険
料
総
額

と
同
額
に
な
り
ま
す
。

　
※
右
記
の
付
加
年
金
額
は
、
65

歳
か
ら
受
給
し
た
場
合
の
年
金
額

で
す
。

  

付
加
年
金
に
加
入
す
る
に
は
？

　
加
入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
年

金
手
帳
と
印
鑑
を
お
持
ち
の
う
え
、

本
庁
舎
市
民
課
へ
お
越
し
く
だ
さ

い
。
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